
新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口について 

 

下記のとおり、聴覚障害者の方からの相談窓口を設置しています。 

記 

 

○設置場所 

 感染症対策局感染症対策課 

 

○設置時間 

 午前９時から午後５時まで 

 

○ＦＡＸ番号 

 ０５２－９５４－７４３０ 

 

 Ｅ－ｍａｉｌアドレス 

 kansen-taisaku@pref.aichi.lg.jp 
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